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午前１０時００分 開議  

◎開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成２７年第７回美幌町議会定例会第３

日目の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、８番岡本美代子さん、９番

坂田美栄子さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を

申し上げます。本日の会議につきまして

は、お手元に配付しております議事日程の

とおりであります。朗読については省略さ

せていただきます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。

以上で諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 議案第７４号

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第

７４号第６期美幌町総合計画の基本構想に

ついてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案４ページ

になります。

議案第７４号第６期美幌町総合計画の基

本構想について御説明を申し上げます。

美幌町自治基本条例第３６条の規定によ

り、第６期美幌町総合計画の基本構想を別

冊のとおり定めるものとするということ

で、現在の第５期美幌町総合計画につきま

しては、本年度末をもって計画期間が終了

することから、新たに平成２８年度以降の

総合計画を策定し、美幌町自治基本条例に

基づき、基本構想について議決をお願いす

るものでございます。

別冊の第６期美幌町総合計画基本構想案

により御説明をさせていただきたいと思い

ます。

今回の総合計画の策定に当たりまして、

大きく三つの事項に配慮しながら策定作業

を進めてきたところでございます。

まず一つ目には、町民主体による策定で

あり、一般公募を含む町民４０名で構成さ

れました「びほろみらいまちづくり会議」

を設置し、ここを策定母体として作業に当

たり、素案の策定をいただいたところでご

ざいます。また、町民の多くの意見を反映

させるためにアンケート調査の実施、そし

て若い方々の意見を取り入れるため、中高

校生等のアンケート調査も実施をしなが

ら、その内容を分野別に整理し、計画策定

の中で、参考とさせていただいたところで

ございます。

二つ目には、総合計画期間の見直しであ

りますが、美幌町総合計画は昭和４１年度

を初年度とする第１期美幌町総合計画策定

以来、１０年間を計画期間として策定をし

てきました。この期間設定では、町長の任

期とずれが生じるため、今計画以降につき

ましては、町長が政治公約として掲げた事

項について、総合計画に反映できる期間設

定を行うために、今回の計画期間を１１年

としたところでございます。

三つ目には、行政評価と予算を総合計画

とつなげ、ＰＤＣＡサイクルを確立させる
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ため、総合計画の実施計画と予算の事業項

目、行政評価の項目と一致をさせ、計画・

実行・評価・改善のサイクル化により、総

合計画の推進を進めるため、そのシステム

構築を図ろうとしたところでございます。

それでは、総合計画の基本構想案の概略

を説明させていただきたいと思います。

まず、素案の１ページでございます。策

定趣旨でございますけれども、従前は地方

自治法により策定が義務づけられておりま

したが、平成２３年度の地方分権改革によ

り、策定については、法律上の義務がなく

なりました。しかし、本町においては、美

幌町自治基本条例で策定が義務づけられて

おり、また同時に自治基本条例において、

町民主体のまちづくりを進めることを本旨

としていることから、町民４０名から構成

をされました「びほろみらいまちづくり会

議」による策定など、第６期美幌町総合計

画策定に対する考えを記載しているところ

でございます。

めくっていただきまして、２ページにつ

きましては、本計画の構成と期間について

記載をさせていただいております。本総合

計画は、美幌町の課題等を踏まえ、計画期

間において目指すべき将来像、あるいはま

ちづくりの目標を定めております。そうい

った基本構想と、それから各分野における

現状と課題を示した上で、基本構想を実現

するための取り組むべき内容を示した基本

計画、そして行政が基本計画で示されてい

る内容を具体的に進めるための実施計画の

三つの構成をもって、総合計画を推進する

こととしているところでございます。

また、（２）の実施期間につきまして

は、町長の政治公約が反映できるよう、平

成２８年度から平成３８年度までの１１年

間とし、次期の第７期総合計画からは、前

期４年、中期４年、後期４年の１２年間の

計画とすることといたしております。

続きまして３ページから６ページにかけ

ては、美幌町の概要について記載をしてお

り、４ページから６ページにかけ、人口の

動向として、昭和６０年から人口減少傾向

にあること、また高齢者比率がふえる一方

で、若年者の人口比率が減少していること

などを記載させていただいているところで

ございます。

次に、７ページから９ページにかけまし

ては、美幌町を取り巻く環境として、今後

のまちづくりを進めていく上での課題をテ

ーマごとにまとめております。

一つ目として、人口減少の進展と超高齢

化社会による人口減少社会到来の中での現

状と課題を。

二つ目には、情報化・国際化の広がりに

よる情報網や交通網の拡大、高速化に係る

現状と課題について。

三つ目には、近年多発しています大規模

災害あるいは自然災害による、安全・安心

に係る現状及び課題について。

最後の四つ目といたしまして、地域の実

情に即した住民自治を進めるための地方自

治のさらなる推進に向けた現状と課題につ

いて、記載をさせていただいているところ

でございます。

次に、１０ページから１１ページには、

本計画の策定に当たり実施をいたしました

町民アンケートのうち、今後のまちづくり

を行う上で重要な項目でございます住みご

こち・定住意向・将来の美幌町に望む姿に

ついてアンケート結果を記載しており、１

２ページから１５ページにかけては、アン

ケートの分析結果やまちづくり会議で議論

された内容を、整理をさせていただいたと

ころでございます。あわせて、美幌町への

評価や将来像及び六つの課題についてまと

めたものを記載させていただいているとこ

ろでございます。

続きまして、１６ページから第６期美幌

町総合計画の基本構想について記載をして

いるところでございます。まず、将来像と

して、人や環境をより重視したまちづく

り。地域資源や環境を守りながら、それを
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地域力に変え、人が中心になり、次世代の

子供たちが夢を持てる、誰もが好きにな

り、また誇れるまちづくりを目指し、「ひ

とがつながる、みらいへつなげる ここに

しかないまち びほろ」を第６期美幌町総

合計画の将来像としたところでございま

す。

１７ページの人口の指標につきまして

は、人口減少問題に対し、積極的な取り組

みを進めることとし、本計画の目標年度で

ございます平成３８年の人口を、１万８,０

００人を目標としたまちづくりを進めてい

くこととしたところでございます。

続きまして１８ページには、本計画の将

来像の実現に向け、五つの基本目標を設定

しながら取り組みを進めることとしており

ます。これは、まちづくり会議において、

五つの分野に係る部会を設置し、それぞれ

の基本目標について議論をし、各分野でイ

メージする漢字一文字を設定する中から、

それをキーワードとして、内容について協

議を行ったところでございます。

まず、基本目標１でございます総務部会

については、基本目標として「創」。人を

創り、地域力を高めるまちづくりを。

基本目標２でございます民生部会の基本

目標には「護」ということで、豊かな自然

と暮らしの安全を護るまちづくりを。

基本目標３でございます経済部会の基本

目標には「活」。資源と持ち味を活かし、

活力に換えるまちづくりを。

基本目標４でございます建設部会の基本

目標については「集」ということで、住み

やすく、人が集まるまちづくりを。

最後の基本目標５、教育部会については

「育」。夢を育む体験、あたたかい人をつ

くるまちづくりの五つのキーワードによ

り、各分野でのまちづくりを進めることと

いたしました。

１９ページから２１ページにかけまして

は、各分野のキーワードに対し、具体的に

どのようなまちづくりを進めていくのか、

内容について記載をしているところでござ

います。

今回の基本計画の策定につきましては、

美幌町自治基本条例制定後、初の総合計画

の策定でございまして、町民４０名で構成

されました「びほろみらいまちづくり会

議」を１７回開催し、その後、１２名で構

成されます総合計画審議会へ８月２５日に

諮問、１０月１５日に答申を受け、今回の

総合計画基本構想となったものでございま

す。

なお、この構想を推進するための基本計

画案について配付をさせていただいており

ますけれども、説明については省略をさせ

ていただきたいと思います。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いをいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君） ただいまの基本構

想案の２ページ、期間でありますけれど

も、基本構想が１１年間と、基本計画が３

年、４年、４年、実施計画が３年を基準に

毎年更新ということで記載をされておりま

すが、別途配布されております基本計画

案、こちらが３年、事後４年ずつ策定をさ

れると。そして、実施計画については毎年

３年スパンのものを毎年更新するというこ

とで理解をしているのですが、この基本計

画案は、この実施計画と来年度は兼務され

ているという認識でよろしいのでしょう

か。２８年度は、実施計画と基本計画は兼

ねているという認識でよろしいのでしょう

か。それとも、別に実施計画があるという

認識なのか、その辺をお聞かせください。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 今回、基本構

想と基本計画についてお示しをさせていた

だいておりますけれども、２８年度以降の

実施計画については、これから策定をし

て、また後ほどお示しをさせていただきた
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いと思っております。今策定中でございま

す。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

１３番古舘繁夫さん。

○１３番（古舘繁夫君） 部長から前段、

多くの町民の皆さんのということで、まち

づくり会議で、いくつかに分かれて多くの

町民の皆さんの考え、また、これから１０

年先を見据えたまちづくりということで、

いろいろといただいたのだろうというよう

に思うのですが、その会議の中の一端をお

話できる部分があれば、御披露していただ

けませんか。これはやはり、先ほど言った

ように、多くの町民の皆さんが行政や議会

の考え方や思いだけではなくて、地域の

方々ということも考えると、そうした方が

どういう発言をされて、これにしっかり盛

り込まれているかということについて、十

分考え方をいただいて、これにまとめてあ

りますと。また、これから出てくるものに

しっかり入っていますというようなことだ

ろうと思うのですが、皆さんからもそうい

うお話を伺えればと思っておりますが、い

かがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総合計画主幹。

○総合計画主幹（那須清二君） ただいま

の、びほろまちづくり会議についての議論

という内容でございますけれども、こちら

昨年の９月２４日に第１回目を設置いたし

まして、全部で合計１７回の会議を開きま

して、議論を重ねてきたところでございま

す。

その中で、第１回から第５回までにつき

ましては、基本構想につきましての、いろ

いろな町の課題ですとか、いろいろな案を

ワークショップ形式で出していただいた中

で、それを案としてまとめて、この基本構

想の中に盛り込んでおります。

また、第６回からにつきましては、参考

資料でお配りしております基本計画につい

ての議論ということで、五つの部会にそれ

ぞれ分かれまして、その中で個別にそれぞ

れの目標についての案等を出していただい

て、それらを基本計画に盛り込んでおりま

す。

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さ

ん。

○１３番（古舘繁夫君） 同じお話ですけ

れども、部会に分かれて多くの町民の皆さ

んの考えや願いや思いが、しっかりここに

詰まっているという認識でいいということ

であれば、返答はいいですが、そういう認

識でよろしいですね。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） それぞれ五つ

の部会に分かれまして、数多くの協議をし

ながら、委員の皆様から多くの意見をいた

だいたところでございます。その委員の皆

様の意見は、町民の皆様の意見でございま

すから、そのことについては、この基本構

想あるいは基本計画の中に盛り込んでいる

というように考えているところでございま

す。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 中高生のアンケー

トに、非常に注目をしております。

基本構想案の１３ページに、住みごこち

と定住意向ということで、一般町民と中高

生の違いが、非常にわかりやすく出ている

ということで、ここの部分については紹介

されているのですが、その他の部分を含め

て、全体的に中高校生、美幌町の未来を担

っていく子供たちが、どんな特徴を持って

アンケートを提出されているのか、御説明

をいただければありがたいと。できれば分

析した資料などもいただければありがたい

というように思います。

もう一つは、パブリックコメントを実施

されているかと思いますが、それはそれと

して、ぜひ資料としていただきたいのです

が、おおよそどういうような傾向にあった
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のかということについて、御説明いただけ

ればと思います。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） それでは、大

江議員の御質問の２点目について、私から

答弁をさせていただきたいと思います。

パブコメを今、実施しておりますが、環

境に配慮をしたまちづくりをすべきだとい

う意見が出されてきているところでござい

ます。それらの御意見も、この総合計画の

基本構想あるいは基本計画の中に環境問題

もきちんと整理をさせていただいたところ

でございます。

今回のパブコメで今、意見が出てきてい

るのは、その環境を重視した町政を進める

べきということの１件でございます。

○議長（大原 昇君） 総合計画主幹。

○総合計画主幹（那須清二君） 中高生の

アンケートの内容でございますけれども、

代表的なものといたしましては、こちらの

住みごこちですとか、そのほか、例えば地

域でどのようなボランティア活動をしたい

かというような意見等につきましては、な

るべく参加したいという内容も半数近くい

ただいています。そのほか、項目的にはい

ろいろしておりますので、個別のまとめた

ものもございますので、それについては後

ほど配付させていただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） パブリックコメン

トについては、終わっているのではないか

と思うのですが、総計で何件ですか。総計

で１件ですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

わかりました。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 大江さんとかぶら

ないようにしたいと思いますが、この意向

調査の中で、総体的に美幌町の住みごこち

は「住みよい」と「どちらかといえば住み

よい」を合わせると８４.５％ということ

で、これは非常に町民の評価としては、住

みやすい町だということだと思うのですけ

れども、一方で定住の意向で言うと、町外

に移りたいという方が１７.６％いらっしゃ

るということで、この辺、私としては結構

この先のことを考えて美幌にずっと住むか

どうかという意味では、やはり移りたいと

いうような意向が、町民の中にあらわれて

いるのかと思います。

それと１２ページの、各年代ごとの住み

続けたいという部分では、私は今６０代で

すけれども、６０代以上の人は８割ぐらい

住み続けたいということなのです。１０

代、２０代でいえば、５８.９％ということ

で、４割の人は美幌町に住まないという

か、無回答も含めて、将来的に住むかがわ

からないということです。そういった意味

で、今回アンケート調査も含めて、特にま

ちづくりみらい会議の中に、多くの若い方

が入って、いろいろな意見が出された中

で、こういった課題を解決するために、こ

れから議会でも審議をしていくわけです

が、この基本計画の中にこういう課題の中

から、特に若い世代の声として発言があっ

て、この計画の中に町のほうとして意欲的

に取り上げたようなものがもしあれば、一

つ二つでもぜひ若い世代の思いがこの中に

反映されているということを承知したいと

思いますので、御紹介いただければと思い

ます。

○議長（大原 昇君） 総合計画主幹。

○総合計画主幹（那須清二君） ただいま

の御質問でございますけれども、こういっ

た課題を頭におきまして、それぞれの各部

会で、目標ということで定めたわけでござ

います。その中で、例えば教育目標であり

ますと、夢を育む体験というようなこと

で、子供のころからいろいろな体験をされ

て、美幌町の住み良さを知って、将来美幌

町に住みたくなるようなまちづくりという

ような思いを、この中に込めて、それぞれ
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施策を考えていったところでございます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） すごく抽象的なの

ですけれども、そういう若い世代の声が、

この中にちりばめられて、私は新しい計画

ができ上がっていると思いますので、人口

対策もそうですけれども、町として多くの

町民の意見の中から、やはりこれは大事だ

ということで、特に若い世代のものとし

て、新たにこの中に書き込んだようなもの

がもし、今思いつくところであれば、一つ

二つぜひ御紹介いただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） それぞれ部会

に分かれて協議をしたところでございます

ので、私は全部の部会を承知しておりませ

んが、総じて言えば、若い方々の意見でい

けば福祉といいますか、子育ての関係、教

育の関係、それからまちづくり、特に観光

等を含めて、そういった形での意見が多く

出されていたというように認識をしている

ところでございます。それに係る個々の施

策につきましては、それぞれの各原課でも

検討いただき、今回の基本計画案を策定さ

せていただいたところでございますけれど

も、具体的な事業の推進項目につきまして

は、この後の実施計画の中にどう盛り込む

かも含めて、検討をしていきたいと考えて

いるところでございます。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 今回の総合計

画、私は大変だと認識を持っているところ

であります。その理由は、この素案の中に

も書かれているのですが、１０年後の人口

という観点で捉えた場合、今現在はこの案

の中で示されている数字を使わせていただ

ければ、２７年度は２万１７２名という人

口が示され、推計の中では１０年後の美幌

の人口は、１万６,９２３名と示されていま

す。もちろん、目標とはずれがあるのです

が、推計の中で数えていったら、単純計算

でありますが、毎年３２０人、美幌の人口

が減っていく計算になろうかと思っていま

す。そういう意味では、子育て支援という

のは、本当に対応をとっていかなければ、

今回１１年後の美幌の人口目標を１万８,０

００人とされておいでですが、今回、実施

計画も含めて、今後示されると説明されて

いますが、今の段階における毎年３２０人

減っていく推計の中でも、減少傾向はとま

らない。そういう観点で捉えた場合、少な

からず、差し当たっての３年間に対する思

いを町長の言葉からお聞かせ願えればと思

っているところですが、町長いかがでしょ

うか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 人口減少が急激に

訪れたということで、これによって将来人

口をどう設定するかということでありま

す。やはり、これを真っ正面に捉えないと

だめだという思いで、今回、私は大分２万

人を切るということに対して抵抗しました

けれども、やはり推計は推計として出さな

ければならないということで、１万８,００

０人ということで人口設定をしました。

それで、これはぎりぎりのところで１万

８,０００人という数値を設定したわけであ

りますけれども、今回のこの人口減少に対

しては、国も道も市町村も人口ビジョンを

立て、そして総合戦略を立てて、三者一体

となって取り組むということでありますの

で、そういった意味で、私はこれをなるべ

く下回らないような取り組みをしっかりと

今後していかなければならないと、そのよ

うに思っておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 推計というの

は、そういう危険性を示されているという

観点では一致しているかと。今、単純計算

で申し上げましたが、今後１０年間で毎年
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３２０人、今、後ろに子供さんがおいでで

すけれども、美幌町の６年生、美幌小学

校・旭小学校・東陽小学校の６年生全員の

人数プラス、小学５年生の生徒数を足した

人数ぐらいに匹敵する人口が、毎年減少し

ていくということでありますので、町長に

おかれましては、実施計画において、しっ

かり対応を望むところであります。よろし

くお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 急激な人口減少を

大変ショッキングに受けとめられていると

思いますけれども、私はまだまだこの町は

可能性があると思っています。そして、き

ょうは旭小学校の６年生が見えていますけ

れども、若い世代の力をしっかり次の世代

に引き継ぐために、私は今、全力を挙げて

取り組みを進めてまいりたいと思っており

ますので、どうか御理解のほどよろしくお

願いいたしたいと、そのように思っており

ます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

お諮りします。

ただいま議題となっています、議案第７

４号第６期美幌町総合計画の基本構想につ

いては、１３人の委員で構成する第６期美

幌町総合計画審査特別委員会を設置して、

これに付託の上、閉会中の継続審査とする

こととしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本案は、１３人の委員で構

成する、第６期美幌町総合計画審査特別委

員会を設置して、これに付託の上、閉会中

の継続審査とすることに決定しました。

お諮りします。

ただいま設置されました、第６期美幌町

総合計画審査特別委員会の委員について

は、美幌町議会委員会条例第７条第２項の

規定により、１番髙橋秀明さん、２番大江

道男さん、３番新鞍峯雄さん、４番上杉晃

央さん、５番稲垣淳一さん、６番戸澤義典

さん、７番早瀨仁志さん、８番岡本美代子

さん、９番坂田美栄子さん、１０番吉住博

幸さん、１１番橋本博之さん、１２番中嶋

すみ江さん、１３番古舘繁夫さん、以上１

３人を指名したいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名しました１３

人の方を、第６期美幌町総合計画審査特別

委員会委員に選任することに決定しまし

た。

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。

再開はおおむね１３時１５分といたしま

す。

休憩中に特別委員会を開催し、正副委員

長の互選をお願いいたします。

午前１０時３５分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 １時１５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告をいた

します。

休憩中に開催された、第６期美幌町総合

計画審査特別委員会において、委員長及び

副委員長の互選が行われ、その結果が議長

の手元に参りましたので報告します。

委員長に吉住博幸さん、副委員長に橋本

博之さん。

以上のとおり互選された旨の報告があり

ました。

―――――――――――――――――――



－ 93－

◎日程第３ 議案第７５号

○議長（大原 昇君） 日程第３ 議案第

７５号土地改良事業の施行についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 議案の５ペー

ジをお開き願います。

議案第７５号土地改良事業の施行につい

てを御説明申し上げます。

団体営土地改良（維持管理）事業を施行

したいので、土地改良法第９６条の２第２

項の規定により、議会の議決をいただこう

とするものであります。

この事業は、平成２１年度から美幌町・

大空町を受益地として行われております、

美女地区国営かんがい排水事業によって、

大空町女満別に整備されました、本郷排水

機場の維持管理を行うための土地改良事業

であります。

施行年度は、平成２８年度事業開始であ

り、事業名は、団体営土地改良（維持管

理）事業。地区名は、美女地区でありま

す。事業概要は、国営造成施設であります

本郷排水機場の維持管理。事業費は、毎年

度予算において定める額といたしまして、

概算で年間５８４万円を見込んでおりま

す。

事業費の負担区分の予定は、地元負担が

１００％であり、この事業を実施すること

により、補助率６０％の基幹水利施設管理

事業が適用され、残りの４０％に対して、

大空町と美幌町が受益面積等で案分した

率、これを約４２％とした場合、額にしま

すと、補助対象分では９８万１,０００円が

美幌町の負担となるものであります。

計画概要書につきましては、別紙のとお

りであり、６ページをごらん願います。

主な項目のみを御説明いたします。

１としまして、事業の目的は、本郷排水

機場の維持管理を適正に実施することによ

り、農地の湛水被害を解消し、土地生産性

の向上及び農作業の効率化によって、農業

経営の安定を図ることであります。

２、地域の所在等としまして、受益地区

は、大空町女満別本郷並びに美幌町字報

徳・瑞治の１,７２８ヘクタールであり、受

益農家戸数は、大空町が５９戸、美幌町が

６９４戸であります。

７ページの３、維持管理の要領といたし

まして、（２）維持管理すべき施設としま

しては、本郷排水機場の排水機４台と、隣

接する遊水池であります。

９ページには対象地域を示しました、計

画概要図を掲載しております。

以上、御説明申し上げましたので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７５号土地改良事業の

施行についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 議案第７６号

○議長（大原 昇君） 日程第４ 議案第

７６号美幌町税条例等の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案の１０ペ

ージになります。

議案第７６号美幌町税条例等の一部を改

正する条例制定について御説明を申し上げ

ます。

美幌町税条例等の一部を改正する条例制
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定について。

美幌町税条例等の一部を改正する条例を

次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料により

御説明を申し上げますので、参考資料の１

ページをお開きいただきたいと思います。

まず、大変申しわけございませんけれど

も、参考資料の字句について訂正をお願い

したいと思います。

参考資料の２ページの中段より少し下に

「固定資産税・都市計画税」という記載が

ございます。そのうちの①の３段目に、

「条例で定めることとされたに」とありま

すので、この「に」をとっていただきたい

と思います。それから②の２行目のところ

についても、「条例で定めることとされた

にことに」となっているので、この「に」

も削除していただきたいと思います。まこ

とに申しわけございません。

それでは、参考資料に基づき、御説明を

させていただきたいと思います。

資料１、議案第７６号関係。

条例名、美幌町税条例等の一部を改正す

る条例制定について。

制定目的でございますけれども、一つ目

には、地方税法の一部改正に伴う税条例の

改正でございます。

二つ目につきましては、国民健康保険税

の基礎課税額・後期高齢者支援金等課税

額・介護納付金課税額の按分見直しによ

り、医療保険料・介護保険料・後期高齢者

支援金のそれぞれの区分におきます不均衡

を是正するための税率の改正でございま

す。

改正内容でございますけれども、まず一

つ目として、町税における猶予制度の見直

しでございます。

税の猶予制度については、平成２６年度

の税制改正において、まず国税の見直しが

されたところでございます。

今回、地方税においても新たに規定をす

るもので、これは、納税者の申請に基づ

く、換価の猶予制度及び徴収猶予、職権で

の換価の猶予について規定をするものでご

ざいます。

規定内容といたしましては、分割納付の

方法・申請手続・担保について規定をする

ものであり、第９条の２から第９条の６に

規定をしております。

この改正の施行日につきましては、平成

２８年４月１日であります。

それから参考資料の２ページになりま

す。

二つ目として、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律、いわゆる番号法でございますけれ

ども、この番号法の施行に伴い、各税目に

おける個人番号・法人番号の記載が必要な

申請・届出・申告等について規定をするも

のであり、施行日につきましては、平成２

８年１月１日でございます。

三つ目に、固定資産税・都市計画税にお

ける課税標準の特例措置でございます。わ

がまち特例の導入による改正を行うもので

ございまして、都市再生特別措置法におけ

る民間都市再生事業の認定事業者が取得し

た公共施設等について５分の３を、サービ

ス付き高齢者向け賃貸住宅について３分の

２をそれぞれ課税標準の特例を規定するも

のであります。

この規定の施行日については、平成２８

年１月１日でございます。

それから２ページの１番下、四つ目の町

たばこ税でございますけれども、町たばこ

税において、旧３級品が４品目ございます

が、この旧３級品については現在、特例税

率が適用されているところでございます。

この特例税率を４年かけて、旧３級品以

外と同額とすることになったことに伴う改

正でございまして、施行日については、平

成２８年４月１日でございます。

続きまして、参考資料３ページの５番

目、国民健康保険税の改正でありますが、

国民健康保険税は国保加入者医療給付分と
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して負担をしていただく基礎課税額、いわ

ゆる医療保険料、それと介護認定を受けた

方々への給付分としての介護保険料課税

額、そして７５歳以上の高齢者の医療給付

分の後期高齢者支援金の３種類を合算し

て、国民健康保険税として課税をしており

ますが、それぞれの給付に係る費用と、税

として賦課徴収している額に不均衡が生じ

ているため、それぞれの給付に応じた税

率・按分率の見直しを行うものでございま

す。

まず最初に、（１）①の基礎課税額の医

療保険料についてでありますが、所得割か

ら平等割について、現行と改正後の税率を

記載しております。それぞれ減額を行うも

のであります。これは、国保加入者の医療

給付分を賄うために、税として納入いただ

いているものですが、現在、医療保険料が

課税額を下回っていることから、減額を行

うものでございます。

次に、②の後期高齢者支援金等課税額及

び③の介護納付金課税額については、増額

を行うこととしております。これは、先ほ

ど御説明を申し上げました、基礎課税額の

医療保険料と反対に、税として徴収してい

る額が給付に係る額を下回っていることか

ら、それぞれ増額を行うものでございま

す。

なお、それぞれの資産割につきまして

は、改正前は、固定資産税額に税率を乗じ

て算出をしておりましたが、改正後におい

ては、償却資産を除く土地及び家屋に係る

税額を対象とすることとして、負担の均衡

の観点及び他市町村の情勢等を考慮し、改

正を図るものでございます。

続きまして、（２）軽減額の改正であり

ますが、今回の改正により、それぞれの均

等割及び平等割が改正となることから、そ

れに応じて軽減額の改正を図るものでござ

います。

施行日につきましては、平成２８年４月

１日でございます。

最後に、６については、地方税法の改正

に伴う引用条項及び字句の整理の改正を行

うものでございます。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７６号美幌町税条例等

の一部を改正する条例制定についてを採決

します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第５ 議案第７７号

○議長（大原 昇君） 日程第５ 議案第

７７号平成２７年度美幌町一般会計補正予

算（第６号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案の２７ペ

ージになります。

平成２７年度美幌町一般会計補正予算

（第６号）。

平成２７年度美幌町の一般会計補正予算

（第６号）は次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出の予算の総額に歳入歳

出それぞれ１,８１６万３,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ９９億８,０９５万

９,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。

債務負担行為の補正

第２条につきましては、第２表、債務負
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担行為補正により御説明を申し上げます。

第３条、地方債の補正でございますけれ

ども、第３表、地方債補正により御説明を

申し上げます。

３３ページをお開きいただきたいと思い

ます。

第２表、債務負担行為補正について御説

明を申し上げます。

町史制作業務委託料から、一番下の真空

式温水機借上料まで、入札等による契約金

額が確定したことによります限度額の補正

を行うものでございます。それぞれ補正額

については、補正前より減額をした形の補

正ということになってございます。

次に、３４ページ、３５ページをお開き

いただきたいと思います。

第３表、地方債補正について御説明を申

し上げます。一番最初の、緊急防災・減災

事業は補正後ゼロという形になっておりま

すけれども、これは仮設トイレのハロゲン

ライトが起債対象外となったことによりま

す減額の補正でございます。

それから一つ飛びまして、認可外保育所

利用者支援事業７９０万円について、これ

も減額をするものでございますけれども、

これは地方創生先行型交付金事業へ振りか

えたことによります減額でございます。

それから一つ飛びまして、特定間伐等促

進事業の１,２６０万円。これも全額減額を

するものでございますけれども、これは財

源調整に基づく減額の補正でございます。

次に、３５ページの一番下でございま

す。臨時財政対策債３億７,１００万円を３

億８,３５０万２,０００円に補正をするも

のでございますけれども、これは借入額の

確定に伴う増額の補正でございます。

その他の起債につきましては、事業完了

等による減額になってございます。

次に、事項別明細書により御説明を申し

上げますので、歳出の４６ページ、４７ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

３、歳出で、４７ページの一番下、企画

費でございます。

事務事業協力報償７３０万円と、その下

の手数料２万円。一番下の積立金７３０万

円につきましては、それぞれ、ふるさと寄

附金の増に伴う増額の補正でございます。

一番下の財政調整等基金積立金の増でご

ざいますけれども、まず、８月２７日にラ

ウンジアルバトロス様から、まちづくりに

役立ててほしいと５,９００円を、１１月１

３日に北見東京電波株式会社美幌工場様よ

り、町のために役立ててほしいと１万５,１

５７円のそれぞれ御寄附をいただき、財政

調整基金に。また、今回の補正予算の財源

調整分７,３０４万円を同じく、財政調整基

金に積み立てを図るものでございます。

なお、今補正に係ます各種基金の年度末

予定残高につきましては、参考資料の２７

ページに記載をさせていただいております

ので、参考としていただきたいと思いま

す。

その他、このページにつきましては、事

務事業の確定及び予算執行見込みによりま

す減額でございます。

次に、４９ページをお願いいたします。

２項徴税費の町税等収納事務費の増、手

数料で１０万７,０００円の増でございま

す。これは、コンビニ収納取扱い件数増加

に伴います事務手数料の増による追加の補

正でございます。

その下の各種表彰等報償につきまして

は、現在、認証材で作成している婚姻届の

ホルダーが不足をしたことから、その分を

追加するための増額補正でございます。

その他につきましては、執行見込み等に

よる整理でございます。

次に、５１ページをお願いいたします。

社会福祉総務費の積立金でございます。２

０万円の積立金でございますが、８月１８

日に斜里町の浦田初雄様から、母が生前サ

ービスつき高齢者向け住宅に入居し、美幌

町にお世話になったことから１０万円の御

寄附を、また、９月１９日に社会医療法人
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恵和会主催のチャリティーゴルフコンペ並

びに懇親会参加者一同から、社会福祉に役

立ててほしいと１０万円の御寄附をいただ

いたものでございます。

このページのその他につきましては、事

務事業の確定等に伴います減額の補正でご

ざいます。

次に、５３ページをお願いしたいと思い

ます。

上から二つ目の後期高齢者広域連合負担

事業費の減１,７４３万８,０００円の減で

ございますけれども、これは平成２６年度

療養給付費の精算による減でございます。

続きまして、中ほど、児童福祉事務費の

減ということで、マイナス７９３万６,００

０円、認可外保育所利用者補助金でござい

ますが、これは第３表の地方債補正で御説

明をさせていただきました、地方創生先行

型交付金の事業へ振りかえを行ったことに

よります減額の補正でございます。

続きまして、保育園費、一番目の美幌保

育園管理運営事業費の増ということで、こ

れは１８３万６,０００円の増額でございま

す。１歳児クラスの補助保育士の増と、入

園希望の園児を一時預かり保育で対応して

いるための時間外等につきまして１８３万

６,０００円の増額をお願いするものでござ

います。

次に、２番目の東陽保育園管理運営事業

費の減、マイナス２５１万２,０００円でご

ざいますけれども、これは低年齢児対応の

補助保育士の減でございます。

その下の季節保育所管理運営事業費の減

につきましては、中央保育園の臨時保育士

の配置変更に伴う３名分の減でございま

す。

その下のへき地保育所管理運営事業費の

増と、次の５５ページの臨時職員賃金合わ

せてですが、これは田中保育所の入園者増

に伴う臨時保育士１名の増でございます。

その他につきましては、執行見込み等に

よる減額という形になってございます。

次に、５５ページをお開きいただきたい

と思います。

このページにつきましては、事務事業費

等確定による整理をしたところでございま

す。

続きまして、５７ページをお願いいたし

ます。

農業振興費で、新規就農者等支援事業費

の減でございますが、７６７万８,０００円

の減でございます。これは地方創生先行型

交付金へ振りかえたものと、新規農業従事

者の件数の減による減額の補正でございま

す。

一つ飛んで、８番の農業振興施設等整備

事業補助金、先進農業機械ＧＰＳシステム

導入事業補助金１,６６０万円でございます

が、これは地域づくり総合交付金により、

ＧＰＳガイダンスシステムの導入による補

助金でございます。１８基の導入に係る補

助金でございまして、美幌町ＲＴＫ－ＧＰ

Ｓ利用組合に対して補助をするものでござ

います。

続きまして、一番下の民有林振興対策事

業費の増でございます。未来につなぐ森づ

くり推進事業補助金４０４万２,０００円の

増につきましては、植栽面積の増加による

ものでございます。

その他は執行見込み、事務事業等の確定

に伴う整理でございます。

次に、５９ページをお開きいただきたい

と思います。

このページから６３ページまでは、執行

見込み等による整理をさせていただいたと

ころでございます。

次に、６５ページをお開きいただきたい

と思います。

公債費の利子１,０７６万６,０００円の

減額でございますけれども、これは平成１

６年度で借り入れを起こした起債に係る利

率見直しによる減と、平成２６年借り入れ

利率の減に伴う減額でございます。

次に、歳入について御説明を申し上げま
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すので、４０ページをお開きいただきたい

と思います。４１ページの上から二つ目、

地方交付税でございます。地方交付税の

増、１億３,０１３万７,０００円でござい

ますが、これは普通交付税の確定による増

額でございます。なお、今年度の普通交付

税の確定額につきましては、３８億５,０１

３万７,０００円となります。

続きまして、道補助金の農林水産業費道

補助金、地域づくり総合交付金の増、１,６

６０万円でございますが、歳出で御説明を

申し上げました、先進農業機械ＧＰＳシス

テム導入に係る道補助金でございます。

続きまして、４３ページをお願いしたい

と思います。

上から二つ目の土地売払代の増でござい

ます。これは西１条北４丁目１番地の１

３、宅地でございます。旧労働会館敷地で

ございますが、これを売り払ったことによ

ります代金が７５７万４,０００円でござい

ます。

その下の一般寄附金の増につきまして

は、歳出で御説明をさせていただきまし

た、ラウンジアルバトロス様と北見東京電

波株式会社美幌工場様からの寄付金の増で

ございます。

それから、ふるさと寄附金の増でござい

ますけれども、１０月末で１,５８２件、

２,９５５万２,０００円の寄附があり、今

後も寄附金の納付が見込まれることから、

増額をするものでございます。

続きまして、財政調整基金繰入金の減、

６６８万７,０００円の減でございますけれ

ども、その下の公共施設整備基金繰入金の

減、１億２,８４３万９,０００円も同じで

すが、これは今回の補正の財源調整とし

て、繰り入れの戻しを行うものでございま

す。

それから一つ飛びまして、前年度繰越金

の増でございます。８４５万９,０００円の

増ですが、平成２６年度決算の確定に伴

い、繰越金の全額を支消するものでござい

ます。

続きまして、４５ページをお願いいたし

ます。雑入の上から三つ目、新規就農者等

支援事業負担金の減でございますけれど

も、これにつきましては地方創生先行型交

付金の振りかえ分と、新規農業従事者の件

数減に伴うＪＡ負担金の減でございます。

２１款の町債でございますけれども、こ

れにつきましては第３表、地方債の補正で

御説明を申し上げたとおりでございます。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君） ４１ページの地方

交付税の決定額を聞き逃したので、もう一

度お願いします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） ３８億５,０１

３万７,０００円でございます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ４３ページの旧労

働会館の売払い、７５７万４,０００円の坪

単価は、幾らで売却できたのかお教えいた

だきたいと思います。

それから、ふるさと寄附の累計を聞き取

れなかったのでお願いします。

それと、前年の状況について、多分現時

点で倍以上になっていると思うのですけれ

ども、わかりましたらこの２点お願いいた

します。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） まず、１点目

の旧労働会館の売り払いでございますけれ

ども、坪単価はちょっとわかりませんが、

売り払いの面積が５１５.８２平米で７５７

万４,０００円の売り上げ代金でございま

す。

それから、ふるさと寄附金の金額でござ
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いますけれども、１０月末で１,５８２件、

２,９５５万２,０００円の寄附があったこ

とによる増額でございます。今回１,４６０

万円の増額補正をすることによって、見込

みとしては、５,０６０万円のふるさと寄附

金の収入を見込んでいるところでございま

す。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） ちなみに、前年度

決算は幾らでしょうか。

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） ふるさ

と寄附金の前年度比ということでございま

すが、２６年度１年度間のトータルでは、

１,２８４万７,０００円の御寄附がござい

ました。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、議案第７７号平成２７年度美

幌町一般会計補正予算（第６号）について

を採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第６ 議案第７８号

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

７８号平成２７年度美幌町国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の６７ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

議案第７８号平成２７年度美幌町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て御説明申し上げます。

平成２７年度美幌町の国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）は次に定めるとこ

ろによる。

今回の補正につきましては、一般被保険

者高額療養費の増額、社会保険料の改定に

よる増額を伴う補正予算でございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１，０９１万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２億５,

４２１万１,０００円とするものでございま

す。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

７６ページ、７７ページでございます。

３、歳出について御説明いたします。

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一

般被保険者療養給付費につきましては、基

金繰入金の財源調整でございます。

２項高額療養費、１目一般被保険者高額

療養費につきましては、昨年と比べまして

脳疾患、心臓疾患、がん、それから白血病

などの高額療養費対象者の増により、１,０

９０万２,０００円を増額補正するものでご

ざいます。

８款保健事業費、１項保健事業費、１目

保健衛生普及費につきましては、先ほど申

し上げました社会保険料の改定による８,０

００円を増額補正するものでございます。

歳出については以上でございます。

次に、歳入について御説明をいたしま

す。

７４ページ、７５ページでございます。

２、歳入については、８款繰入金、２項

基金繰入金、１目国民健康保険基金繰入金

６,８０９万１,０００円を減じまして、そ

の下、９款の前年度繰越金を７,９００万

１,０００円増額計上する予算でございま
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す。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますようよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７８号平成２７年度美

幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第７ 議案第７９号

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

７９号平成２７年度美幌町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）についてを議

題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の７９ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

議案第７９号平成２７年度美幌町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて御説明します。

平成２７年度美幌町の後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）は次に定めると

ころによる。

今回の補正につきましては、平成２６年

度の後期高齢者医療広域連合市町村事務費

負担金、保険料等の負担金の精算による補

正予算でございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１,２０２万７,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２億８,０７８万７,０００円とするもの

でございます。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

８８ページ、８９ページでございます。

３、歳出について御説明いたします。

２款後期高齢者医療広域連合納付金１,２

０２万７,０００円につきましては、平成２

６年度の事務費負担金、保険料分の広域連

合負担金が確定したことにより減額するも

のでございます。

歳出については以上でございます。

前のページ、８６ページ、８７ページを

お開き願います。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますようよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第７９号平成２７年度美

幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第８ 議案第８０号

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

８０号平成２７年度美幌町介護保険特別会

計補正予算（第３号）についてを議題とし

ます。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） ９１ページで

ございます。

議案第８０号平成２７年度美幌町介護保
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険特別会計補正予算（第３号）について御

説明いたします。

平成２７年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第３号）は次に定めるところに

よる。

今回の補正につきましては、社会保険料

の改定、それから介護予防事業短期宿泊利

用サービスなどの単価等の増額に伴う補正

予算でございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１５万８,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億

７,５５７万１,０００円とするものでござ

います。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

１００ページ、１０１ページでございま

す。

３、歳出について御説明いたします。

１款総務費、３項１目介護認定審査会費

につきましては、臨時職員の社会保険料改

定に伴う１,０００円の増額でございます。

２款保険給付費、１項介護サービス等諸

費、２目施設介護サービス給付費につきま

しては、財源調整でございます。

３款地域支援事業費、１項１目介護予防

事業費につきましては、各種行事等報償と

いたしまして、公開講座等の執行残１１万

８,０００円の減額でございます。

その下、自動車等借上料につきまして

は、利用者の増、１回当たりの単価増加に

伴う５万７,０００円の増額でございます。

２項包括的支援事業費・任意事業費、２

目任意事業費につきましては、短期宿泊利

用サービスの国の基準の単価改定、利用者

の区分変更に伴う２１万８,０００円の増額

補正でございます。

歳出については以上でございます。

歳入については、前のページをお開きい

ただきたいと思います。９８ページ、９９

ページでございます。

以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第８０号平成２７年度美

幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）

についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

暫時休憩します。

再開は１４時１５分といたします。

午後 １時５７分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ２時１５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎議会運営委員長報告

○議長（大原 昇君） 先ほど、議会運営

委員会を開きましたので、委員長からその

結果について報告を求めます。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君） 休憩中に議会運

営委員会を開催いたしましたので、その内

容について報告いたします。

まず、町長からＪＲ北海道から町に対す

る回答書について、追加の行政報告があり

ます。

また、追加議案として、議案第８５号土

地改良事業の施行について及び議案第８６

号平成２７年度美幌町一般会計補正予算

（第７号）が提出されましたので、以上の

日程をお手元に配付いたしました日程追加

事件として、本日の日程に追加することと
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いたします。

議員各位及び説明員の御理解と御協力を

お願いしまして、議会運営委員会委員長と

して報告いたします。以上です。

―――――――――――――――――――

◎日程追加の議決

○議長（大原 昇君） お諮りします。

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、日程第１２ 議案第８

４号平成２７年度美幌町病院事業会計補正

予算（第２号）についての次に、行政報

告、議案第８５号土地改良事業の施行につ

いて、議案第８６号平成２７年度美幌町一

般会計補正予算（第７号）についてを日程

に追加し、追加日程第１から追加日程第３

までとし、それぞれ議題にしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、行政報告、議案第８５及び

議案第８６号を日程に追加し、追加日程第

１から追加日程第３までとし、それぞれ議

題とすることに決定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第９ 議案第８１号

○議長（大原 昇君） 日程第９号 議案

第８１号平成２７年度美幌町公共下水道特

別会計補正予算（第２号）についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１

０５ページをお開き願います。

議案第８１号平成２７年度美幌町公共下

水道特別会計補正予算（第２号）について

を御説明申し上げます。

平成２７年度美幌町の公共下水道特別会

計補正予算（第２号）は次に定めるところ

による。

今回の補正につきましては、終末処理場

の建設事業の業務委託の内容の一部変更

と、それに伴う補助金及び起債借入額の変

更及び平成２６年度発行分の起債借入利率

確定に伴う公債費の減額補正を行おうとす

るものであります。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ３６２万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億１,７

４０万６,０００円とするものであります。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更につきましては、

第２表、地方債補正で御説明を申し上げま

すので、１０８ページをお開き願います。

第２表、地方債補正であります。

公共下水道事業の限度額９,７７０万円

を、終末処理場設備更新工事のための調査

設計業務の変更により７０万円減額をしま

して、９,７００万円とするものでありま

す。

次に、１１４ページ、１１５ページをお

開き願います。

３、歳出でございます。

３目建設費、公共下水道建設事業費であ

ります。業務等委託料の終末処理場機械・

電気設備資材価格調査業務委託料４０４万

３,０００円の増でありますが、施設の更新

事業の設計に必要な、特殊な機械の単価の

調査業務を委託するものであります。当

初、平成２８年度を予定しておりました

が、国からの事業の前倒し実施が求められ

ていることから、今年度に前倒しして実施

しようとするものであります。

次の実施設計等委託料の終末処理場非常

用発電設備更新実施設計委託料５４９万円

の減額でありますが、平成２８年度に下水

道全体計画の見直し作業が行われ、電気設

備の規模や諸元の変更が予想されているこ

とから、全体計画の完了後に実施設計を行

うこととしたことによる減額でございま

す。
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次に、電算機器借上料１万７,０００円の

増につきましては、土木積算システムの更

新に伴うパソコン機器１台の借上料でござ

います。

次に、公債費の償還金利子及び割引料２

１９万円の減額でありますが、平成２６年

度発行分の起債借入利率の確定に伴う公債

費利子の減額であります。当初予算１.５％

を見ておりましたが、公共下水道債が０.６

７％、過疎債が０.４％、特別措置債が０.

４９％というように率が下がっております

ので、それに伴う減額であります。

次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、１１２ページ、１１３ページにお

戻り願います。

２、歳入。

公共下水道事業費補助金７２万４,０００

円の減額は、歳出で御説明をさせていただ

きました、業務委託の変更に伴うものであ

ります。

一般会計繰入金９２１万５,０００円の減

額は、今回の補正に伴います財源調整によ

ります一般会計への繰り戻しであります。

前年度繰越金７０１万９,０００円の増額

は、前年度繰越金を歳入に予算化するもの

で、２６年度決算における繰越金は、全て

予算化されるものであります。

公共下水道債７０万円の減額は、歳出で

御説明をさせていただきました、業務委託

の変更に伴うものであります。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第８１号平成２７年度美

幌町公共下水道特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１０ 議案第８２号

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 議案

第８２号平成２７年度美幌町個別排水処理

特別会計補正予算（第１号）についてを議

題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１

１７ページをお開き願います。

議案第８２号平成２７年度美幌町個別排

水処理特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明申し上げます。

平成２７年度美幌町の個別排水処理特別

会計補正予算（第１号）は次に定めるとこ

ろによる。

今回の補正につきましては、建設事業費

の確定及び平成２６年度発行分の起債借入

利率確定に伴う公債費の減額補正を行おう

とするものであります。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ５５４万４,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,

５２１万円とするものであります。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更につきましては、

第２表、地方債補正で御説明を申し上げま

すので、１２０ページをお開き願います。

第２表、地方債補正であります。

個別排水処理施設整備事業の限度額３,０

５０万円を個別浄化槽設置工事費総額の確

定により６１０万円を減額しまして、２,４

４０万円とするものであります。

次に、１２６ページ、１２７ページをお
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開き願います。

３、歳出であります。

３目建設費、工事請負費、５３２万４,０

００円の減額でありますが、個別浄化槽の

設置戸数は当初計画の１０戸に変更はあり

ませんが、予算段階では、７人家族規模の

浄化槽を主体に工事費を積算しておりまし

たが、５人家族規模の浄化槽の設置が多数

を占めたことにより、工事費の減となった

ものであります。

次に、償還金利子及び割引料２２万円の

減額でありますが、平成２６年度発行分の

起債借入額、利率確定に伴う公債費利子の

減額でございます。先ほどのとおり、予算

では１.５％を見ておりましたが、下水債で

は１.１％、辺地債では０.３％、過疎債で

は０.４％に利率が下がっているものであり

ます。

次に、歳入について御説明申し上げま

す。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第８２号平成２７年度美

幌町個別排水処理特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１１ 議案第８３号

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 議案

第８３号平成２７年度美幌町水道事業会計

補正予算（第１号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１

２８ページをお開き願います。

議案第８３号平成２７年度美幌町水道事

業会計補正予算（第１号）についてを御説

明申し上げます。

総則。

第１条、平成２７年度美幌町の水道事業

会計補正予算（第１号）は次の定めるとこ

ろによる。

今回の補正につきましては、委託等の事

業費の確定に伴う減額補正、浄水場等施設

修繕の増額並びに人件費の時間外手当の増

額補正をさせていただこうとするものであ

ります。

収益的支出の補正、第２条。資本的支出

の補正、第３条につきましては、補正予算

実施計画書及び説明書で御説明申し上げま

す。

債務負担行為の補正。

第４条、債務負担行為をすることができ

る事項、期間及び限度額を次のとおり補正

する。

管路管理システム借上料限度額７７０万

２,０００円を、借上額の確定に伴い２７万

９,０００円を減額しまして、７４２万３,

０００円とするものであります。

議会の議決を経なければ流用することが

できない経費の補正。

第５条につきましては、記載のとおりで

あります。

１３０ページ、１３１ページをお開き願

います。

補正予算実施計画書及び説明書、収益的

支出であります。

１目原水及び浄水費の委託料、浄水場乾

燥汚泥収集運搬委託料１０１万３,０００円

の減額は、汚泥処理量の減によるものであ

ります。

次に、手数料、汚泥処理手数料５６万３,



－ 105－

０００円の減額は、同じく汚泥処理量の減

によるものであります。

次に、浄水場施設等修繕費５０万円の増

額は、今後に予想される修繕料について補

正をするものであります。

次に、３目業務費、手当等、その他手当

１３０万８,０００円の増額は、平成２７年

４月の地方公営企業会計制度改正に伴い、

水道会計システムと料金システムの新シス

テム移行の際の職員の時間外手当の増に伴

うものであります。

次に、４目総係費、委託料、水道施設耐

震診断調査委託料２６６万８,０００円の減

額は、入札の執行残によるものでありま

す。

次に、営業外費用、１目支払利息、企業

債償還利息１０６万円の減額は、平成２６

年度発行の企業債借入利率確定に伴う利息

の減額でございます。

リース資産利息３万３,０００円の減額

は、土木積算システムの新規借り上げによ

る３,０００円の増と、道路管理システムの

入札結果による３万６,０００円の減額によ

るものであります。

１３２ページ、１３３ページをお開き願

います。

資本的支出、建設改良費、３目資産購入

費、リース資産の５,０００円の減額は、管

路管理システムの入札結果による１万９,０

００円の減額と、土木積算システムの１万

４,０００円の増額によるものであります。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君） １３１ページ、修

繕費５０万円は、今後予想される修繕のた

めということで聞いたと思うのですけれど

も、何か予想というか、どのようなことが

考えられるか、もしあればお聞かせ願いた

いと思います。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 当初予定

しておりました修繕については、夏場の管

路修繕等のために使用するもので、今後予

想されると思われる修繕ということでは、

備えているものということで御理解いただ

ければと思います。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 特に、現在までに

まだ決まった状況ではないと。ただ、応急

的にもしあったならば即座に対応するため

の予算という認識でよろしいでしょうか。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 個々細か

いものもありますが、基本的にはそういう

ことでございますのでよろしくお願いしま

す。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） １３１ページの水

道施設耐震診断調査委託料の入札残という

ことだったのですけれども、調査結果で急

を要するような、診断の結果で対応しない

とならないような、そういう結果が出てい

るようなことは多分ないと思うのですが、

全体としてどうだったのか、わかれば教え

てください。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） この水道

施設耐震診断調査委託につきましては、こ

れからの水道施設の長寿命化のために実施

したものであります。

内容としましては、水源池、日並の浄水

場、配水池、それぞれのポンプ室、主に上

屋の建物が中心でございます。それについ

ての耐震診断を行いまして、総体的には、

老朽化をしているということでございます

ので、今後、内容を精査しまして、これか

らの計画に入れていきたいということで考

えております。それについても、まとまり

次第、また御説明する機会があろうかと思
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いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第８３号平成２７年度美

幌町水道事業会計補正予算（第１号）につ

いてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１２ 議案第８４号

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第８４号平成２７年度美幌町病院事業会計

補正予算（第２号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 議案１４０

ページをお開き願います。

議案第８４号平成２７年度美幌町病院事

業会計補正予算（第２号）について御説明

を申し上げます。

今回の補正につきましては、患者数の増

加に伴います医業収益の増額補正と薬品

費、診療材料費、医療消耗備品費など、診

療に必要な経費等の増額補正を。また、北

海道の補助採択を受けて、国保病院を拠点

とする患者情報共有ネットワークシステム

を構築するための情報通信機器等の購入費

につきまして、補正を行おうとするもので

ございます。

第１条、平成２７年度美幌町の病院事業

会計補正予算（第２号）は次に定めるとこ

ろによる。

第２条、業務の予定量の補正につきまし

ては、患者数の増加に伴い、外来の年間患

者数を８２８人増の６万２,３８７人に、外

来の１日平均患者数を３人増の２６０人

に、患者情報共有ネットワーク構築事業実

施に伴い、主要な建設改良事業の診療用医

療備品購入を１,５００万円増の２億６,０

１８万８,０００円にするものであります。

第３条、収益的収入及び支出の補正につ

きましては、実施計画書及び説明書で御説

明申し上げます。

次に、１４１ページでございます。

第４条、資本的収入及び支出の補正につ

きましては、実施計画書及び説明書で御説

明申し上げます。

第５条、たな卸資産購入限度額の補正に

つきましては、薬品費や診療材料費などの

執行見込みから、たな卸資産の購入限度額

を１億９,９０５万円から、２億５,３８０

万円に改めるものでございます。

第６条、重要な資産の取得の補正につき

ましては、今回購入予定の患者情報共有ネ

ットワークシステム一式を重要な資産の取

得として追加補正するものでございます。

詳細につきましては、実施計画書及び説明

書で御説明申し上げます。

１４２ページ、１４３ページをお開き願

います。

収益的収入のうち、医業収益の補正であ

ります。

入院収益の補正は、整形外科・泌尿器科

など入院患者数の増加や、手術の実施によ

り、４,２０４万６,０００円の増額を。外

来収益の補正は、内科・整形外科・泌尿器

科・脳神経外科・小児科・眼科など、全体

を通して患者数が増加しており、４,１４８

万４,０００円の増額を見込むものでござい

ます。

次に、１４４、１４５ページをお開き願

います。

収益的支出の補正であります。

材料費では、薬品費２,３００万円の増額

補正でありますが、投薬用薬品費の増は泌
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尿器科・整形外科・脳神経外科など、患者

数の増加に伴い、内服薬・外用薬の増によ

るもの。注射用薬品費は、入院患者・手術

の増加に伴い、抗生剤・抗がん剤・輸液製

剤などの増によるもの。血液・試薬等薬品

費は、輸血用血液製剤などの増によるもの

であります。

診療材料費５,０００万円の増額補正であ

りますが、泌尿器科診療に必要な尿管ステ

ントやカテーテル、整形外科診療に必要な

ギプス包帯、血液検査や抗体検査に使用す

る注射輸液器具、整形外科の手術に使用す

る髄内釘人工関節用材料接合プレートスク

リューネジのほか、その他診療に必要な衛

生材料費の増加によるものであります。

医療消耗備品費１１３万円の増額補正で

ありますが、患者給食用具につきまして

は、入院患者の増による食器類の購入費と

して１４万７,０００円を、診療用消耗備品

費として麻酔用ポンプ、手術用鉗子等の購

入費として９８万３,０００円を、それぞれ

増額するものでございます。

経費でございます。

職員被服費につきましては、手術の実施

に伴い、手術用の術衣の購入費として４０

万円を増額するものでございます。

消耗品費につきましては、患者数の増加

に伴い、薬剤分包用の消耗品、内視鏡検査

に必要な消耗品、その他検査に必要な消耗

品など、数量が増加していることから４０

０万円を増額するものでございます。

修繕費５００万円の増額補正であります

が、その他施設、器具等修繕料として、病

院の空調機やポンプ設備、電気設備の稼働

状態を監視する中央監視盤の表示が不安定

となることがあったことから、監視盤の交

換に要する費用を補正するものでありま

す。

次に、１４６、１４７ページをお開き願

います。

資本的収入の補正であります。

道補助金１,５００万円の補正につきまし

ては、平成２６年６月に可決成立した医療

介護総合確保促進法に基づき、各都道府県

に消費税増収分等を財源とする地域医療介

護総合確保基金が設置され、今回、この基

金を活用した北海道計画に沿った事業とし

て、後ほど御説明いたします患者情報共有

ネットワーク構築事業が補助採択となった

ことから、補助金の計上を行うものであり

ます。なお、補助率につきましては、補助

対象事業費の２分の１以内でございます。

次に、１４８ページ、１４９ページをお

開き願います。

資本的収入の補正であります。

有形固定資産購入費、診療用医療備品等

１,５００万円の増額補正でありますが、今

年度、電子カルテオーダリングシステムな

どの導入に伴い、患者情報共有ネットワー

クの構築に必要な情報通信機器等の導入費

用につきまして、増額補正を行うものであ

ります。

今回導入を予定しております患者情報共

有ネットワークシステムにつきましては、

ＩＣＴ情報通信技術を活用し、北見赤十字

病院及び美幌町内の診療所などの参加を促

し、地域医療広域ネットワークシステムを

構築しようとするものであります。

また、居宅介護・訪問看護事業所・老

健・特養施設・グループホームなどの介護

事業者・薬局などの参加により、医療介護

連携ネットワークシステムを構築しなが

ら、医療機関・介護施設事業者間で、地域

の患者や施設利用者の必要な情報を共有す

ることで、在宅医療の推進と地域包括ケア

システム構築の確立を図ろうとするもので

あります。

共有する情報につきましては、関係医療

機関の参加により、地域医療広域ネットワ

ークでは、病歴・処方・検査・画像・文書

等のデータを、医療介護ネットワークで

は、介護事業者の参加により、患者利用者

の基本情報・各種記録・画像・薬剤関係・

各種文書とし、美幌国保病院が連携ネット
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ワーク上で稼働する基本的なアプリケーシ

ョンシステムを整備し、ネットワークに参

加する町内の医療機関には、情報参照用の

パソコンを、介護事業者等にはタブレット

端末を提供し、切れ目のない医療介護の情

報連携を行おうとするものであります。

なお、全体事業費につきましては、当初

予算に既に電子カルテシステムと連動する

システムとして、計上しております地域医

療連携システム分の予算と、今回補正分の

１,５００万円を合わせて、総額３,０００

万円の事業を実施する予定であります。

以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） １４９ページで、

ただいま事務長のほうから、今回ＩＣＴを

利用した地域医療の広域連携あるいは町内

の介護施設との連携ということで、聞いた

ところによりますと、北海道では初めての

取り組みだということであります。先ほど

説明があったように、国の資金を活用しな

がら、既に予算化しておりました電子カル

テなどと連携しながら取り組むということ

で、これは本当にすばらしい取り組みであ

ると私は見ているのです。そこで、大事な

部分は、病院として医療を中心にしたシス

テム構築をしていきながら、町内のクリニ

ックだとか、介護施設との連携をしっかり

とって、サポートをしていくという意味

で、まさに地域包括ケアを病院サイドか

ら、さらに強化をしていきながら、それぞ

れ必要とするサービスを絶え間なくできる

ようにというような意味で、私は、行政間

の、特に病院と民生部、地域包括支援セン

ター、こういったところの連携が、こうい

う事業を病院が取り組むことについて、行

政全体の中で、どの程度しっかり連携をと

りながらやっているのかについて、多少不

安な面もあります。この取り組みは全道に

先駆けて全国でもまだまだ少ないと聞いて

おりますので、特に国保病院は今いろいろ

な形で頑張っておりますので、ぜひ今話し

たような連携を十分とって進めていただき

たいと思いますので、特にこの辺は、責任

者である町長のほうに、地域包括ケアとい

う意味でお尋ねしたいと思います。

病院の取り組むこの事業の重要性という

のは、私は議員としても本当に大事な取り

組みだと思っていますし、うまくいけば、

本当に先駆的な取り組みになるというよう

に期待もしておりますので、町長の決意の

ほどといいますか、その辺の――地域包括

ケアと言葉では言うのですけれども、連携

をとるというのは、私は本当に大変なこと

ではないかと思っています。やはり、病院

でつくったシステムを関連するところとし

っかり連携をしながら、効果的に活用して

いくという意味で、予算を認めた町長の強

い思いも含めて、ぜひお聞かせいただきた

いと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 地域包括ネットワ

ークといいますか、そういうシステムは、

私はマニフェストでも言っているところで

あります。

それで、町民お一人お一人の命や健康を

やはり多くの目で見守るということが、極

めて重要だと思っております。医療は医

療、福祉は福祉、保健は保健という縦割り

ではなくて、連携をしながら一人の方の健

康や命を守るということが極めて重要だと

思います。まずは、そのスタートラインに

立ったのではないかという思いをしており

ます。

それで、当初予算で電子カルテをお認め

いただきましたので、この１,５００万円

で、まず日赤とそういう連携をしっかりや

ると。そして、そのほかに福祉・医療の連

携をすると。その中では、やはり診療所の

先生たちの理解も必要でありますので、そ

の辺もしっかりとやりたいし、また、行政
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内部のこともしっかりやらなければ、どこ

かで頓挫してしまうという思いであります

ので、それぞれの部門が一つになって、し

っかりと結束していくということが極めて

重要だと思いますので、そういう取り組み

をしっかりとやっていきたいと、そのよう

に考えております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○町長（土谷耕治君） 町長からそういう

強い思いを聞かせていただきましたので、

これは北海道で初めてということで、網走

管内でも日赤と初めてこういう形で連携し

てやるということですから、私はこの取り

組みは本当の意味で、私どもの２１,０００

人ぐらいの町の規模で、そして公立病院が

ある中で、こういうことがしっかり軌道に

乗っていけば、町長のお話のように、今そ

ういう対象者になっている人たちを、地域

の連携で資源を生かしてしっかり支えてい

く、そういうモデルになり得るようなすば

らしい取り組みだと思いますので、ぜひそ

ういった情報発信も、行政として胸を張っ

て、今後とも取り組んでいただいて、まず

はこのシステムの成功を期待したいと思い

ます。終わります。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） この地域のネット

ワークは、やはり国保病院が中心にならざ

るを得ないと思っていますので、まずそこ

の医師確保を今までやってきたつもりであ

ります。その上に立って、今回のネットワ

ーク化を進めたいということで、今回もお

願いしているわけであります。繰り返しに

なりますけれども、本当にどこが欠けても

だめだと。一人の命や健康を見守れないと

いうような状況になると思いますので、多

少時間はかかるかもしれませんけれども、

しっかりとしたことをやって、歩みをしっ

かりと進めてまいりたいと、そのように思

っております。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 大事な患者情報共

有ネットワークシステムについて、何回か

お聞きしているのですが、大変大事なシス

テムが入ってくることになると、特に公立

病院を持たないと、このシステムのメリッ

トは全然ないわけでありまして、今まで、

町立病院を持っていてよかったと言われる

ような、評価をされる機会がなかなかなか

ったのですが、今度は、町民の共通の利益

を追求できるのではないかと、大変期待を

している中身でございます。

上杉さんとダブらないようにしたいと思

うのですが、開業医の皆さんの持っている

情報、それから個々の介護施設が抱えてい

る情報も含めて、ぜひ末端に至るまで、こ

のシステムがしっかり構築されて、一人一

人の利用者というか、介護・福祉・医療に

かかわる個人情報をベースにしまして、そ

のケアシステムをどこよりも先に構築して

いただきたいと。大変大事なシステムだと

思いますので、病院だけの努力では行き渡

らない、ネットワークはだめだというよう

に思いますので、その点で、大事な予算の

計上をうれしく思いますが、必ずいち早く

ネットワークシステムを構築していただき

たいと、また活用していただきたいと、期

待を込めまして――これは質疑というより

も、そういう意味で、大変画期的なものに

なるだろうと思いますので、進めていただ

きたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 大変期待が大きい

ということで、身の引き締まる思いであり

ますけれども、遠くを見ながら、しっかり

と足元から、しっかりとした歩みをしてい

きたいと、そのように考えております。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ
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ります。

これから、議案第８４号平成２７年度美

幌町病院事業会計補正予算（第２号）につ

いてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第１ 行政報告

○議長（大原 昇君） 追加日程第１ 行

政報告について。

町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 さきの

行政報告に追加して、報告をさせていただ

きます。

追加行政報告といたしましては、ＪＲ北

海道から町に対する回答書についてであり

ます。

去る９月２５日に町からＪＲ北海道に対

し、石北線美幌駅を無人化とする計画の撤

回を求めて、５項目の要望書を提出したと

ころでありますが、昨日（１２月９日）、

ＪＲ北海道から、要望書に対する回答書の

提出を受けましたので、その内容について

御報告を申し上げます。

回答の主な内容につきましては、安全を

最優先に会社再建に取り組んでおり、美幌

駅の無人化などの見直しを検討している状

況について理解を求める内容であり、無人

化となった場合の対応については、利用者

への安全を確保しつつ事業を継続するた

め、さまざまな見直しを検討しているとの

ことであります。

さらに、利用者の利便性を低下させない

方法として、乗車券類の販売委託を考えて

いるとのことであり、美幌駅における販売

業務の受託者の紹介、または町での受託に

ついて検討願いたいとの内容でありまし

た。

ＪＲ北海道に対しましては、一貫して美

幌駅の無人化には承服できないと申してお

りましたが、会社では再考する余地が残さ

れておらず、大変厳しい結果となったこと

は、まことに遺憾ではありますが、今後に

おきましては、利用者や地域に負担・影響

を及ぼすこととならぬよう、安全対策、利

便性確保、観光振興への取り組み、さらに

石北本線の維持について、協議を取り進め

てまいりたいと考えておりますので、御理

解と御協力をお願いいたしたいと思いま

す。以上でございます。

○議長（大原 昇君） ただいまの行政報

告について質疑を許します。

質疑は１人３回までといたします。

３番新鞍峯雄さん。

○３番（新鞍峯雄君） 昨日、ＪＲから来

るというお話しは伺っておりましたけれど

も、来るという話で、大体結論は見えてい

たわけでありますが、ただ、きょう行政報

告として、書面が出されるということは想

定していなかったのです。といいますの

は、一昨日、８日の日に、私も美幌駅無人

化に対して一般質問をしておりまして、最

後にも、再三、町長にとことん最後の最後

まで貫き通してほしいということで、お願

いをしました。よもやこの１２月に決まる

というか、当初からＪＲの意志はかたいと

私も町長もそういう考えでありましたか

ら、本当にとことん貫き通してほしかった

のです。この９月２５日の回答書をいただ

いた時点で、町長はどういうふうに担当に

お話をされたのでしょうか。

きのうは何もしないでただ受け取ってそ

のままというわけではないと思うのです

が。

○議長（大原 昇君） 副町長。

○副町長（平井雄二君） 新鞍議員の今の

御質問でございますけれども、昨日、午後

４時半過ぎだと思いましたが、ＪＲ北海道
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本社鉄道事業本部企画室の課長さんが見え

られまして、私どもが以前行った要望につ

いての回答が文書であり、会社の決定事項

ということで捉えてほしいということで、

通知をいただきながら、お話も伺ったとい

うことであります。私がきのうお相手をさ

せていただきましたけれども、美幌町とい

たしましては、従前から要望しているとお

り、無人化については承服できないと。こ

の考え方は変わっておりませんということ

でありますけれども、これは重々会社のほ

うとしても理解はしているとは言いなが

ら、会社としては、ほかの今回の改正・見

直し等々含めて、一定程度、早いものであ

れば３月中には、ダイア改正を含めたもの

については実行していくというような中

で、新たな無人化について、美幌町の要望

については、しっかり文書で回答をさせて

いただきたいということで、文書を持って

来られました。一番のネックであります無

人化につきましては、会社としては、この

方針を変更することはできないということ

で、会社としての一つの方針決定がなされ

たということでありました。今後において

も、要望をされたとしても、それを変更す

ることは無理だということであります。

仮に、そうなった場合はどうなるかとい

うことでは、要望の中では２点目以降、４

項目について協議等の要望をしてまいりま

した。

これらについて、今後ＪＲ側と美幌町の

間で協議をさせてほしいと。その中ででき

るだけ利用者にとって利便性が損なわない

ように、会社としても配慮をしていきたい

と。一番のネックの無人化については、も

うこれは今後幾ら要望されても、変更はも

うあり得ないということでありますので、

美幌町としては非常に不満ですということ

を申し伝えた中で、回答は回答として一応

受けました。

今後については、さらに協議をさせてい

ただきたいということで、変更については

相手があってのことですから、会社として

この変更はないということでありますの

で、これは美幌町が幾ら頑張っても、変更

がないものはどうしようもないことなの

で、あとはいかに利用者の皆さんの利便性

をどう守っていくかということは、会社の

ほうも言っていますので、そこは地元美幌

町としても一定程度のサービスを低下させ

ないような手法があるのであれば、そこを

やはり探っていくべきなのかということで

ありますので、それらについて、今後、継

続協議をさせていただくということで、双

方確認をさせていただいたところでありま

す。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） ただいま、副町長

の説明は理解いたしました。

けれど、この回答の主な内容の中で、安

全を最優先に会社再建という部分につい

て、これは安全を最優先するには、まずそ

の前に収入がなかったらだめなわけです。

美幌駅は本当に収入が十分にあると。そう

いう中での無人化という見直しについて、

全く理解に苦しむわけでありますけれど

も、この文面の中で、さまざまな見直しを

検討しているという、これはＪＲ本社の回

答ですが、さまざまな見直しを検討してい

るとのことで、この部分に関しては、次回

に何らかの形で、いろいろと回答があると

いうことでございますね。

○議長（大原 昇君） 副町長。

○副町長（平井雄二君） 今回、回答書を

いただいた中にある、さまざまな見直しの

検討というのは、美幌駅ということではな

くて、ＪＲ北海道の全体の見直しというこ

とであります。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 本社の考えでは、

要するに業務委託しかないのではないか

と、町のほうにも強くお願いしている感じ
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ですが、その反面、業務委託をしなければ

――何せ駅員は引き上げるという強い気持

ちのようでございますけれども、本当に納

得ができないという気持ちはつきないので

あります。

ただ、結論がわかっていながらも、もう

少し、本当に粘り強くとことん頑張ってほ

しかったと。結論がわかっていると言いな

がらも、私はそういう気持ちでいっぱいで

あります。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 私の思いという

観点が強いのですが、きのう議会において

も、ＪＲ本社の方がおいでになるというこ

とを踏まえて、いろいろな意味で、時間的

にも配慮しました。それで今、副町長の出

だしの言葉を聞いていましたら、おいでに

なった方に対応をとられたのは副町長さん

だと聞こえたものですから、まず１点。

私は町長さんも含めて、行政の皆さん、

そういう意味では担当を含めて、お話し合

いというか――今はそういう内容の是非で

はなくて、対応をとられたのかというよう

に思ったのですが、今、新鞍さんがお聞き

している点で、副町長が「私が」という主

語があったもので、そこら辺、差し支えな

ければ、もう少し明確に誰が対応をとった

のかという意味で、しつこくなりました

が、この１点。

それからもう１点であります。文字化に

なっていますから素直に申しますと、むし

ろ今度、ＪＲのほうから販売委託の相手を

紹介してくれとか、さもなくば美幌町で、

行政として対応を取りなさいみたいな、そ

ういうふうに――勘違いなら勘違いでいい

のですけれども、押しつけられたという印

象もあるものですから、もう少し、今聞い

たことについて御説明をしていただきたい

ということでお尋ねいたします。

○議長（大原 昇君） 副町長。

○副町長（平井雄二君） きのう来られて

私以下が対応をしたのですが、それは協議

ということであれば、もちろん町長になり

ますけれども、協議に来られたわけではご

ざいません。あくまでも、以前要望した内

容について、回答を書面によって渡すとい

うことで来られたので、それを受け取り、

情報交換をしたというレベルでありますの

で、誤解のないようにお願いをしたいと思

います。

２点目については、乗車券の販売の方法

なのですが、あくまでも、先ほど新鞍議員

に対してもお答えしましたが、人の配置は

無理ですということでありますので、その

次に一番問題となるのは、安全性の問題も

いろいろありますが、サービスの低下とい

う面です。やはり、乗車券、特に割引切符

が問題となりますので、これらについて

は、町のほうからもそういったものが低下

しないような手法はないかということを申

しておりましたけれども、ＪＲ側としても

そういったものがあるとのことで、これら

については、町に押しつけるとかというこ

とではなくて、そういったことが地元でも

できるのであれば、そういった手法をＪＲ

側も持っていますと。そういったことが、

お互い協議が整って実現できるならば、利

用者にとっての利便性が向上するといいま

すか、低下がそれほどしなくても済むとの

ことでありますので、押しつけるというこ

とでは、うちとしては受け取っておりませ

んし、ＪＲ側もそういうつもりではないと

思います。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 副町長に文句が

あるとか、そういうことではなくて、そう

であれば町長、きょうの話によるとＪＲの

社長が美幌町においでになると、言葉は間

違いではないのでしょうけれども、表敬訪

問したいといえば、表敬訪問なのでしょう

けれども、きょうはどういうふうな受けと

め方をしているのか。向こうが表敬訪問と
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言ってきたとしても、私は現実お会いして

しまえば、考えは少し過激かもしれません

が、一言二言だって「はいそうですか」

と、まさか天に言えることはないとは思い

ますが、その場をお借りして言いたくなる

ことだって、本来の心の流れとしてはある

のではないかという観点で、町長。

副町長でもいいのですが、対応そのもの

がきょうのことです。細かいことは行政に

おいでになるということですから承知はし

ていませんので、どう対応をとられるの

か、まず、少なからず一言や二言はやはり

言ってほしいというのが私の気持ちであり

ます。相手がいくら表敬訪問と言ったっ

て、にこにこと「はいそうですか、わかり

ました」ということにはならないのではな

いか。どっちが大人か子どもかではなく

て、当然の町民の心の動きだと思うので

す。むしろ、これから条件闘争、そういう

趣旨のことはペーパーの裏面に書かれては

いますが、きょう、ＪＲの社長さんとお会

いするのに、行政側はどういう思いである

かを、許されるのであれば御説明いただき

たいと存じますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） きょうは、社長が

お見えになるということで表敬訪問をした

いと。そして、これは今まで社長が就任し

てからずっとやってきたことだと。要する

に、いろいろな公務を通じて、例えば、美

幌駅に来たときには、美幌町に表敬に行く

といった流れの中の、今回の表敬訪問とい

うことであります。

ただ、今、議員おっしゃるように、我々

の思いもどこかで伝えたいという思いは、

私も持っておりますので、そこはこの場で

なかなか表敬訪問に来るのに、反対だから

受けませんとかという話ではなくて、しっ

かりと表敬を受けて、我々の思いを伝える

というようなことも出てくるかもしれませ

んので、その辺はさせていただきたいな

と、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 町長の思いは十

分わかりました。３月いっぱい、あえて言

えば来年の４月１日まで、私は前にも町長

さんにお願いという気持ちで、過激な話も

したことがあります。

まだ、時間はないわけではないというな

らば、議員みんながそろって、農民同盟や

農協の力を借りながら、むしろ旗を上げた

いくらいの思いではあるのです。前にも言

ったように、くじけずにやっていただきた

いと思っていますので、そういう面では、

私が後から町長を支えますので、やってい

ただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私の立場は、今回

の事案でいくと、オホーツク活性化期成会

というところでも、私どもは陳情をさせて

いただいています。それについては断固反

対ということで、それこそむしろ旗をおろ

しているわけではありません。

一方で、私は美幌町長として、今回の事

案で言うと、やはり現実対応をしていかな

いと、片方ではゼロ回答みたくなると、そ

れこそ負担は町民の皆さんに行ってしまう

というようなこともありますので、ＪＲの

決意がかたいという中、やはり現実対応も

片方ではしないといけないだろうと、その

ような思いでおります。

片方ではオホーツク活性化期成会の立場

もありますので、その辺のことも含んで御

理解をいただきたいなと、そのように思っ

ているところであります。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） プリントされてお

ります行政報告の中身を正確にしたいとい

うことで、お聞きいたします。

１ページ目の下の４行です。利用者の利

便性を低下させない方法としての、乗車券

類の販売委託の中身であります。
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既に、駅員が配置されている中でも扱え

ていただけない券類があると思っておりま

すが、あえていえば、無人化にはなったけ

れども、サービスがよくなったというよう

な中身にしていく必要があるのだろうと思

います。

それで、乗車券類の販売というのは、ホ

テルつきのホテルパックだとか、高齢者割

引の切符だとか定期券、これらを含めて現

在は扱っていないが、直前まで扱っていた

ものも、情報化社会なので、やりようによ

っては必ずできるというように思います。

駅員がいるかいないかにかかわらず、そう

いうシステムがあれば、委託先でもやれる

というように思いますので、それまで含ま

っているのかどうかを、一つは確認をした

いと思います。

二つ目は、喜んで受託したいというよう

になるような中身になっているのかという

ことであります。

販売可能額とそれに対する手数料の率な

どで、誰もが手を挙げたいというような中

身であれば、無人化はつらいけれど、駅の

利用は高まるというような状況も考えられ

るので、そういうものなのか、それとも全

くの外交辞令なのか、その辺はどうなので

しょうか。

ぜひ詰めていただきたいのは、どうして

も無人化が避けられないとしたら、無人化

になっても地元の利便性は、むしろ高まる

というような中身につながるような中であ

れば、少しは評価できるのだろうと思いま

すので、その辺の中身について聞かせてい

ただきたい。あるいは、そういう可能性は

全くないのかどうかということについてお

聞きいたします。

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 大江議

員さんの御質問でございますけれども、取

り扱える切符はいろいろな種類がございま

すが、今、これまでに事務的な部分で説明

を伺っている部分では、普通の乗車券・回

数券、一般的な定期券、指定であります特

急券、さらに今お聞きの割引切符ですが、

こうした部分も、いわゆる特別企画乗車券

と言っているそうですけれども、こうした

割引切符、そうした扱いも可能であるとい

うことでございます。

具体的には、もしもそうした業務委託等

がきちんとされるのであれば、ＪＲとして

は、いろいろな部分でやりやすい協議をさ

せていただくということで受けております

ので、このいろいろな種類の取り扱い券が

ございますので、一般の御利用される方に

とっては、不便という部分ではなくなるの

ではないかというようには受けとめており

ます。以上でございます。（「委託の条件

というのはどうなっているのか」と発言す

る者あり）

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 委託の

条件でございますが、そうした部分につき

ましては、実際に個別の部分で、これから

具体的な中身、そして受けていただけると

ころなど、そうした部分のやりやすいよう

な形ということで、ＪＲ側としましては、

今までの事例にこだわらず、そうした部分

で個別の協議をしていただけるというよう

な話を伺っております。今までの説明を受

けていますと、こちら側でもしも受けると

なった場合については、かなり条件的な部

分も御相談に乗っていただける余地は大い

にあるというように考えております。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） ＪＲで考えて

おります、その委託については、委託のタ

イプがいろいろあるように聞いてございま

す。その中で、今、四つほどタイプがある

ということでお聞きをしておりますけれど

も、そのタイプによって手数料とかも違う

ということになっており、また扱える切符

も変わってくるという形になってございま

すので、それらを含めて、今後どういった

形のタイプでできるのか、また、それから
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拡大できるのかを含めて、ＪＲ側とは協議

をさせていただきたいと考えているところ

でございます。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 私は無人化を避け

るために努力をしていただきたいというこ

とは大前提でありますが、無人化となった

場合でも、むしろ今よりも利便性が高まる

ということであれば、省エネとの関係で言

えば、諸外国では鉄道が見直しされてきて

いるということもありますので、利用がふ

えて美幌駅の存在が今まで以上に高まるよ

うな工夫も含めて、地元としてはやるべき

だろうと思っています。

将来、実績を上げて、有人化を取り戻す

というような土台がある話にしていかなけ

ればいけないだろうと。最終的には、地元

としては「とんでもない、こんな中身なら

販売委託は、地元では到底引き受けられな

い」というような中身に落ちつくような結

果だけにはしないでいただきたい。あくま

でも、利用者の利便性を低下させないとい

う、これが飾り言葉ではなくて、実数を伴

うような中身に、ぜひ回答を得られるよう

に努力をしていただきたいということを申

し上げたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、業務委託のお

話でありますけれども、議員おっしゃるよ

うに、今までできなかったこともプラスし

てできればというお話でありますので、こ

れから交渉が、またいろいろと門戸を開い

ていただいていますので、そういう中での

協議の中で、しっかりと訴えていくという

ことになるかと思います。

それで、先ほど総務部長のほうから４タ

イプ、いろいろとタイプがあるというよう

な答弁をさせていただきましたけれども、

その中でも、どうしたら町民の皆さんにと

って利便性の低下を招かないかという視点

から、我々はしっかりとそっちのほうで物

を言っていきたいし、そういうものをでき

れば措置してほしいというようなことを、

しっかりと訴えていきたいと思っています

ので、いろいろと付加をするものはあると

思います。

その中で、皆さんの御意見を聞きなが

ら、これはどうだ、あれはどうだという中

で、しっかりと受けとめて、相手にぶつけ

ていきたいと、そのように考えておりま

す。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 無人化を契機とし

て、美幌駅の利用が高まったという結果に

つながるような方策を、ぜひ検討していた

だきたいと思います。

将来的には、あのとき無人化にしたこと

で、ＪＲの収入がふえたと。そして美幌駅

が見直されるというような、将来につなが

るような、利便性のある中身をぜひ追求し

ていただきたいということを申し上げて終

わります。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほど、ほかの議

員の質問で、私は二つの立場を持っている

というようなことをお話しさせていただき

ました。その中で、地元町長として一番心

配なのが、利用者の利便性の低下と、やは

り安全性だと思います。さらに言うと、将

来に対する危惧、これが無人駅から廃止、

そして特急が停車しないというようなこと

への将来に対する危惧がありますし、また

イメージダウンというものもありますの

で、こうしたことについては、今後の協議

をしっかりとしていただけるということ

で、きのう副町長以下で約束をしていただ

きましたので、そういった中で、業務の委

託も含めて、しっかりとした対応をとって

いきたいと。そして、そのことで、住民の

皆さんの利便性の低下を招かない、イメー

ジもダウンしない、そして特急も停まって

従来と変わらない、そして大江議員が言う
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ように、今までよりはよかったというよう

なことをしっかりとかち取れるような現実

対応をしてまいりたいと、そのように思っ

ております。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 大江議員とかぶら

ないようにしたいと思うのですけれども、

町長おっしゃるように、やはり利便性の低

下が、結果的に利用が少なくなって、将来

的には、町長が懸念されているようなこと

に、私もつながっていくのではないかとい

う危惧があります。今４種類のタイプがあ

ると言っていましたけれども、ぜひ、地元

のいろいろな事例にこだわらず、協議は受

けたいという姿勢をＪＲ側が示しておりま

すので、特に、利用の多い特別企画割引と

いうか、Ｒ切符や悠遊旅倶楽部やホテルパ

ックは、高齢者の人たちや企業やあるいは

役場の職員もパックを利用するケースもあ

るかと思いますので、それこそ美幌のＲ切

符自体は廃止されておりますけれども、こ

ういう機会に再度復活できないかだとか、

あるいは都市間バスでいえば既に委託をさ

れています。その辺のバス券の発行より

は、定期券とか普通乗車券は特に問題ない

と思うのですが、今言う、いわゆる割引切

符の発行などは、結構専門性だとかいろい

ろな料金体系も違いますし、複雑さがあり

ますので、やはり既に美幌駅と同じような

形で無人化になったところの委託の状況だ

とか、そういったことを十分精査されて、

関係者の意見を聞きながら、町長がおっし

ゃるような形で、とにかく利便性を低下し

ないで、これ以上美幌駅の機能が悪くなら

ないようにぜひ努力をしていただきたいと

いうことです。

これは要望ですので、特に回答はいらな

いと思いますけれども、ぜひその辺を御検

討いただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君） 唐突なＪＲの無

人化計画に議員の皆さんが納得いかないの

は当然のことだと思うのですが、これに対

して、町側から５項目の要望書を提出した

ということで書いてあるのですが、この５

項目の内容についてお示ししていただきた

いと思います。

それから、裏側を見ますと、再考する余

地は残されておらずということです。とい

うことは、路線を変えたのかと、これはも

う言っても無駄なら条件闘争に行くのか

と、そういう切りかえをするのかと、やる

とするなら早くしなくては、その話し合い

に時間もかかりますから、４月からはそう

いう形になるということは示されているの

ですから、やるなら早くしなくてはならな

いと思いますので、その回答についてお聞

かせいただきたいと思います。

要望書に対する回答書の提出を受けたと

いうことで、その回答についてきのうお話

しがあったと思いますので、その内容につ

いてお示ししていただきたいということで

す。

○議長（大原 昇君） 副町長。

○副町長（平井雄二君） 美幌町が要望し

た５項目についての回答の内容ということ

でありますので、概略でお答えさせていた

だきたいと思いますが、１点目の無人化に

は承服できないという要望については、先

ほど来、説明したとおりでございます。

人の配置は今後できないということであ

ります。それから、無人化となった場合の

安全対策、あるいは緊急時の対応措置とい

うことでは、非常に不安が残りますという

ようなことでありますが、これにつきまし

ては、防犯カメラだとか、あるいは北見駅

での確認体制を検討しているというような

こと、あるいは乗降時については乗務員が

対応するというようなことであります。

また、先ほど町長も言っていましたけれ
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ども、無人化により、将来の不安が残りま

すということで、特急の関係、駅舎の廃止

の関係、あるいは本線の廃止の関係という

ことが非常に懸念されるということであり

ますが、これらについては、今現在、その

将来、１００年後、２００年後どうなるか

については、これは今はわからないという

ことでありますが、当然なのでありますけ

れども、今現在の改革といいますか、これ

らに当たっては、そういった美幌町が心配

していることは考えていないということで

あります。

最後の乗車券の関係でありますけれど

も、これについて、利用者の利便性の低下

が心配されるということについては、先ほ

ど来のそういった委託方式も検討していき

たいので、協議に乗っていただきたいとい

うことの回答でございます。

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。

○１１番（橋本博之君） 納得いかない回

答だったと、町側もそうだと思うのです

が、安全対策についても、直接やらなくて

は、この安全対策というのは全く納得のい

かないものだと思いますし、将来の観光へ

の影響というものにも、まず避けられない

ものではないかと思うのです。ここでなの

ですが、先ほどの繰り返しになりますけれ

ども、もうここまで来て町長が頑張って

も、何ともならないとするならば、もう条

件闘争として、どういうように町がこれか

ら対応するのか、その辺をしっかり、今の

うちから考えておくべきだと、そのように

思います。以上です。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほどの吉住議員

のときにも答弁をさせていただきましたけ

れども、私は二つの立場を持っていますの

で、片方では、これからどうなっていくか

という問題もいろいろとあると思いますの

で、足並みをそろえる。そして片方では、

やはり町長として、住民の皆さんの利便性

の低下を招かないような、それを含めた現

実対応をしっかりしなければ、本当にこの

まま突き進んでゼロ回答で果たしていいの

かというようなことも、現実対応の中では

していかなければならないと思っておりま

すので、その辺は詳しくお話はしませんけ

れども、心の内をぜひ読んでいただきたい

と、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 以上で質疑を終わ

ります。

これで行政報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎提出案件の概要説明

○議長（大原 昇君） 町長から、追加提

出案件の概要説明をしたいとの申し出があ

りますので、発言を許します。

町長。

○町長（土谷耕治君） 本定例会に追加御

提案いたします議案について御説明をさせ

ていただきたいと思います。

土地改良事業の施行について。

議案第８５号土地改良事業の施行につい

ては、駒生地区における農業用施設災害復

旧事業を施行するため、土地改良法に基づ

き、応急工事計画書の議決をいただきたい

ものであります。

平成２７年度一般会計補正予算につい

て。

議案第８６号平成２７年度美幌町一般会

計補正予算（第７号）については、駒生地

区における農業用施設災害復旧事業の実施

に向け、工事請負費などの事業費を追加し

ようとするものであります。

なお、細部につきましては、それぞれ担

当部長より御説明を申し上げますので、慎

重なる御審議の上、議決を賜りますようお

願いを申し上げたいと思います。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第２ 議案第８５号
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○議長（大原 昇君） 追加日程第２ 議

案第８５号土地改良事業の施行についてを

議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 議案の２ペー

ジをお開き願います。

議案第８５号土地改良事業の施行につい

てを御説明申し上げます。

農業用施設災害復旧事業（排水路）を施

行したいので、土地改良法第９６条の４第

１項において準用する第８８条第１項の規

定により議会の議決をいただこうとするも

のであります。

この事業は、１０月８日からの台風２３

号による大雨で被災した駒生地区の農業用

排水路の災害復旧を行うための土地改良事

業であり、１２月８日から９日にかけて行

われました農林水産省による災害査定を踏

まえた御提案であります。

記以下につきましては、参考資料で御説

明申し上げます。

追加で配付いたしましたＡ４版の参考資

料をごらん願います。

資料３、議案第８５号関係であります。

図面のタイトルは農業用施設災害復旧事業

であります。

事業箇所は、図面中央部に表示の駒生地

区農業用施設であります。

事業概要でありますが、地区名は駒生地

区。

災害名は平成２７年台風２３号災害。工

種は水路（排）農業用排水路であります。

復旧延長は２６メートル。

復旧方法は護岸工で１３８平方メート

ル。

事業費は５２５万１,０００円を見込んで

おり、特定財源といたしまして、国庫補助

金が６５％で３３３万１,０００円。

ただしこちらは、今後予定されておりま

す補助率増嵩申請により、幾分増加するこ

とが見込まれております。

次に、災害復旧事業債が補助残に対して

の９０％、１６０万円が充当され、その元

利償還金の９５％が後年度で交付税措置さ

れるものであります。

議案の２ページにお戻り願います。この

ページの１番下、応急工事計画書につきま

しては別紙のとおりであり、３ページから

５ページに添付しております。

この中で４ページの５、事業費について

でありますが、事業費計が５２５万１,００

０円であり、このうち本工事費として、工

事請負費５１２万６,０００円を後ほどの補

正予算の議案で新たに増額の予算化をする

ものであり、その下、工事雑費６万２,００

０円並びに事務雑費６万３,０００円のうち

２万１,０００円は、増額の予算化をせずに

規定の職員給与費から執行し、残りの４万

３,０００円を委託料として補正予算に計上

するものであります。

以上、御説明申し上げましたのでどうぞ

よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第８５号土地改良事業の

施行についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第３ 議案第８６号

○議長（大原 昇君） 追加日程第３ 議

案第８６号平成２７年度美幌町一般会計補

正予算（第７号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。
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総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案７ページ

になります。

議案第８６号平成２７年度美幌町一般会

計補正予算（第７号）について御説明を申

し上げます。

平成２７年度美幌町の一般会計補正予算

（第７号）は次に定めるところによる。

今回の補正は、ただいま議案第８５号で

議決をいただきました駒生地区の災害復旧

事業実施に伴います補正のお願いをするも

のでございます。

第１条、歳入歳出予算の補正でございま

す。

歳入歳出それぞれ５１６万９,０００円を

追加し、歳入歳出それぞれ９９億８,６１２

万８,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。

第２条、地方債の補正につきましては、

第２表、地方債補正で御説明申し上げます

ので、１０ページをお開きいただきたいと

思います。

第２表、地方債補正。

農業用施設災害復旧事業ということで、

先ほど経済部長からも御説明があったとお

り、今回の災害復旧に係る起債で、補助災

害復旧事業債で充当率が９０％、元利償還

金の９５％が交付税措置をされるものでご

ざいます。

次に１６ページ、１７ページをお開きい

ただきたいと思います。

事項別明細の３、歳出でございます。

１４款災害復旧費の農業用施設災害復旧

費、実施設計等委託料４万３,０００円でご

ざいますが、先ほど説明がございました、

補助基本率が６５％でございますけれど

も、増高申請を行うための委託料４万３,０

００円を計上させていただいているところ

でございます。

その下の工事請負費につきましては、今

回、災害復旧工事に係ります費用として、

５１２万６,０００円を計上させていただい

たところでございます。

次に、歳入を御説明申し上げます。

以上、御説明を申し上げましたのでどう

ぞよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 災害でありま

す。一つだけ要望ということで申し上げた

いことがあります。

これを認めるということは、工事発注に

つながるともちろん思っていますが、私

は、美幌の業者はみんな積算についても優

秀だと思っていますので、目的は災害復旧

ですから、閲覧期間を極力短くして、速や

かに着手できる考えはあるのかないのか。

その点だけ確認させていただきたいという

ことであります。緊急の場合は短縮できる

はずです。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 制度上、閲覧

期間等について短縮することができるよう

になってございますけれども、今回の工事

につきましては、河川の渇水時期に行うと

いう工事の内容でございますので、短縮を

しないで、通常の形で入札を実施したいと

考えているところでございます。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） やはり災害です

から、基本的には相手だって受注してから

準備だってあるのです。

今１２月１０日で、短縮をどこまでする

かはわかりませんが、きょうすぐに入札案

内を出せないとは思いますので、仮に、明

日から１０日間数えて、はい入札ですと言

ったら、クリスマスが来て、年末が来て、

資材屋さんも発注するといったってお休み

で、都会から物を持ってこようとしたら、

今回布団かごもありますので、工場の関係

が出てきます。
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私の例で言いますと、いっとき布団かご

が災害で混んでいて、手に入れるのに２カ

月かかったこともあるのです。

そうしたら、そういうもろもろも考えた

場合、通常と言うのではなくて、今心ある

ならば、できる限り努力するぐらいの答え

はできないのかということを再度申し上げ

ておきたい。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 法の許す限り、で

きるだけ早く発注したいと思います。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第８６号平成２７年度美

幌町一般会計補正予算（第７号）について

を採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１３ 意見書案第１２号

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 意見

書案第１２号北海道のすべての子どもたち

にゆきとどいた教育を求める意見書につい

てを議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

にいたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第１４ 意見書案第１３

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 意見

書案第１３号「新たな高校教育に関する指

針」の見直しを求める意見書についてを議

題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお
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り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第１５ 意見書案第１４号

○議長（大原 昇君） 日程第１５号 意

見書案第１４号国の教育予算を増やして

「高校無償化」を復活し、給付制奨学金の

確立を求める意見書についてを議題としま

す。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第１６ 意見書案第１５号

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 意見

書案第１５号「大学生への給付制奨学金創

設」を求める意見書についてを議題としま

す。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は原案のとおり決することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第１７ 意見書案第１６号

○議長（大原 昇君） 日程第１７ 意見

書案第１６号特別支援学校の「設置基準」

策定を求める意見書についてを議題としま

す。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま
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す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は原案のとおり決することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第１８ 意見書案第１７号

○議長（大原 昇君） 日程第１８ 意見

書案第１７号ＴＰＰ「合意」内容の徹底し

た情報公開と検証を求める意見書について

を議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において、別紙記載の提出先に提出するこ

とといたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第１９ 報告第１３号

○議長（大原 昇君） 日程第１９ 報告

第１３号専決処分の報告について。

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君） 一言だけ申し上

げたいと思いますが、この専決処分、前回

もこの事故と同じような事故があったので

はないかと思います。

そのときに、再発防止という意味で言わ

れていたような気がいたしました。

なぜ、再発防止ができなかったのかとい

うことをお伺いしたいと思い、お聞きいた

します。

○議長（大原 昇君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 昨年９月にも

同じようなことがございまして、再発防止

に向けてということで、置いてありますグ

レーチングについて、番線でつなぎながら

ということでやっていましたけれども、延

長が５３メートルあるということと、今回

は前年とは違う場所で起きてしまったとい

うことがございました。

できるだけ事故のないようにということ

で努力はしていたところでありますけれど

も、今回、延長はもう長いということもあ

りますし、以後の事故防止ということも含

めまして、このグレーチングをとりまし

て、埋め戻しをするという形の中で、以後

同じような事故が起きないような対応をさ

せていただいたところでございます。

よろしくお願いを申し上げます。

○議長（大原 昇君） ほかにありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） それでは、報告第
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１３号専決処分の報告については、これで

終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第２０ 報告第１４号

○議長（大原 昇君） 日程第２０ 報告

第１４号定期監査報告について、お手元に

配付しているとおり報告書の提出がありま

したので、お聞きすることがあれば許しま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１４号定期監査報告につい

ては、これで終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第２１ 報告第１５号

○議長（大原 昇君） 日程第２１ 報告

第１５号例月出納検査報告について（８月

～１０月分）お手元に配付しているとお

り、報告書の提出がありましたので、お聞

きすることがあれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１５号例月出納検査報告に

ついて（８月～１０月分）はこれで終わり

ます。

―――――――――――――――――――

◎日程第２２ 報告第１６号

○議長（大原 昇君） 日程第２２ 報告

第１６号専決処分の報告について、お手元

に配付しているとおり報告書の提出があり

ましたので、お聞きすることがあれば許し

ます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１６号専決処分の報告につ

いては、これで終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第２３ 閉会中の継続調査に

ついて

○議長（大原 昇君） 日程第２３ 閉会

中の継続調査について。

各委員会からお手元に配付した印刷物の

とおり申し出がありますので、これを承認

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、各委員会の申し出のとお

り、承認することに決定しました。

────────────────────

◎閉会宣告

○議長（大原 昇君） 以上で、本定例会

に付議されました案件は、全部終了しまし

た。

会議を閉じます。

これで、平成２７年第７回美幌町議会定

例会を閉会します。

御苦労さまでした。

午後 ４時００分 閉会  
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